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2.1.3 検討範囲及び検討内容 
 

水循環計画の検討では、現状調査から得られたデータから、水循環系の変遷や将来予測を

行い、ハード・ソフト両面において流域関係主体が一体となった施策体系、数値目標等を策

定した事例がある一方、検討の初期段階において、得られるデータで検討可能な内容、分析

手法、精度等について吟味し、計画に記載する内容および検討すべき範囲を整理している場

合もある。 
また、検討内容は水循環系の実態等に関する技術的検討だけではなく、具体的施策の抽出

や役割分担、あるいはモニタリングや住民協働の枠組み等の検討も含まれる。 
 
＜解説＞ 
 

(1) 調査結果等の充実度を踏まえた検討範囲、検討内容の設定 

計画策定にあたり、まず現状に関する調査および水循環系の現況把握を行うことが必要で

すが、水循環の視点から観測・整理された既存データが少なく、現況把握すら容易でない場

合があります。 
このような場合には、取得し得る限りのデータで、どのような項目を対象に、どのような

手法・精度で検討が可能なのか、調査結果等の充実度から整理し、計画に記載する内容や検

討すべき範囲を整理することが、合理的・効率的な議事運営を図る上で有用です。 
また、具体的施策や役割分担について、行政・市民・ＮＰＯ・企業等の区分けで分担の方

針を示すのか、あるいは担当部局や団体名まで明記するのか、さらには実施期間まで目標設

定するのか、具体化のレベルにはいくつかの段階があります。これらも検討体制や検討期間

に大きく関わる留意点として挙げられます。 
 

(2) 既存事例の紹介 

検討会の初期段階で、検討の枠組みや調査手順、手法等について議論した事例を図 2-4
および図 2-5 に示します。 
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図 2-4 検討の枠組み関連資料(なごや水の環復活プラン第 1 回推進会議資料より引用) 
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図 2-5 検討の枠組み関連資料(やまぐちの豊かな流域づくり推進委員会第 1 回資料より引用) 


